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地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会

（
委
員
長
�
丹
羽
宇
一
郎
・
伊
藤

忠
商
事
会
長
）
は
５
月
２４
日
に
第

６
回
委
員
会
を
開
き
、
「
地
方
分

権
改
革
推
進
に
あ
た
っ
て
の
基
本

的
な
考
え
方
（
素
案
）
」
を
取
り

ま
と
め
た
。

続
く
３０
日
に
は
第
７
回
委
員
会

を
開
催
。
副
題
を
「
地
方
が
主
役

の
国
づ
く
り
」
と
し
た
４
つ
の
柱

か
ら
な
る
、
最
終
的
な
「
基
本
的

な
考
え
方
」
�
抜
粋
を
２
面
に
掲

載
�
を
ま
と
め
、
翌
３１
日
に
首
相

官
邸
で
丹
羽
委
員
長
か
ら
安
倍
内

閣
総
理
大
臣
に
手
渡
さ
れ
た
。

ま
ず
前
文
で
は
、
平
成
の
大
合

併
に
よ
り
基
礎
自
治
体
の
体
制
整

備
が
進
ん
だ
今
こ
そ
、
中
央
政
府

と
対
等
・
協
力
の
関
係
に
あ
る

「
地
方
政
府
」の
確
立
を
目
指
す

時
機
と
定
義
。「
自
治
行
政
権
、自

治
財
政
権
、
自
治
立
法
権
を
有
す

る
完
全
自
治
体
を
目
指
す
」
と
地

方
分
権
に
か
け
る
意
気
込
み
を
掲

げ
、
基
礎
自
治
体
の
更
な
る
体
制

強
化
が
必
要
と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
本
文
で
は
第
１
に

「
地
方
分
権
改
革
の
目
指

す
べ
き
方
向
性
」を
列

記
。▽
分
権
型
社
会
へ
の

転
換
▽
地
方
の
活
力
を
高

め
、
強
い
地
方
を
創
出
▽

地
方
の
税
財
政
基
盤
の
確

立
―
―
な
ど
の
項
目
を
示

し
、住
民
・
首
長
・
議
会
が

自
治
の
担
い
手
と
し
て
の

意
識
改
革
を
行
う
こ
と
の

重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

第
２
は
「
地
方
分
権
改

革
推
進
の
た
め
の
基
本
原

則
」
。
補
完
性
・
近
接
性

の
原
理
に
基
づ
く
「
基
礎
自
治
体

優
先
」
の
方
針
や
、
国
・
地
方
を

通
じ
た
無
駄
と
重
複
を
排
除
す
る

「
明
快
、
簡
素
・
効
率
」
の
方
針

な
ど
を
打
ち
出
し
た
。

第
３
は
「
調
査
審
議
の
方
針
」。

今
後
の
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員

会
の
議
論
の
進
め
方
に
つ
い
て
、

「
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
徹
底

し
た
見
直
し
」
「
権
限
移
譲
の
推

進
」
「
条
例
制
定
権
の
拡
大
」
な

ど
の
事
項
を
調
査
審
議
し
、
概
ね

２
年
以
内
に
順
次
勧
告
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

第
４
は
「
政
府
及
び
地
方
自
治

体
に
望
む
こ
と
」
。
政
府
に
対
し

て
は
、
５
月
２９
日
の
閣
議
決
定
で

設
置
の
決
ま
っ
た
地
方
分
権
改
革

推
進
本
部
（
本
部
長
�
安
倍
晋
三

・
内
閣
総
理
大
臣
）
が
、
委
員
会

の
勧
告
内
容
に
基
づ
き
改
革
関
連

施
策
を
確
実
に
実
施
す
る
よ
う
求

め
て
い
る
。
地
方
自
治
体
に
対
し

て
は
、
自
ら
の
行
財
政
運
営
に
つ

い
て
透
明
性
と
自
浄
性
を
高
め
、

住
民
の
信
頼
を
絶
え
ず
確
保
す
る

こ
と
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

委
員
会
で
は
今
後
、
全
国
７
カ

所
で
「
地
方
分
権
懇
談
会
」
を
開

き
、
首
長
と
の
意
見
交
換
を
実

施
。
ま
た
各
省
庁
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
実
施
し
、
秋
の
中
間
報
告
取
り

ま
と
め
に
向
け
議
論
し
て
い
く
。

な
お
地
方
六
団
体
は
、
委
員
会

の
「
基
本
的
な
考
え
方
」
取
り
ま

と
め
を
受
け
、
３０
日
に
声
明
を
発

表
し
た
�
全
文
を
３
面
に
掲
載
。

現
行
の
公
営
企
業
金
融
公
庫
が

平
成
２０
年
１０
月
に
廃
止
さ
れ
た
の

ち
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
後
継
組

織
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
地
方
公

営
企
業
等
金
融
機
構
法
」
が
５
月

２３
日
、
参
議
院
本
会
議
で
可
決
、

成
立
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
「
地
方
公
営
企
業

等
金
融
機
構
」
は
、
現
公
庫
が
所

有
す
る
一
切
の
権
利
義
務
を
承

継
。
自
治
体
が
行
う
上
下
水
道
や

交
通
、
病
院
な
ど
各
事
業
の
整
備

に
必
要
と
な
る
地
方
債
資
金
を
提

供
す
る
た
め
の
長
期
・
低
利
の
貸

付
事
業
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
新
機
構
の
貸
付
事
業
は

同
法
に
よ
り
、
「
自
治
体
に
よ
る

資
本
市
場
か
ら
の
資
金
調
達
の
補

完
」
を
目
的
と
し
、
実
施
す
る
も

の
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た

め
２９
年
度
末
を
目
途
に
政
府
は
、

自
治
体
の
民
間
資
金
調
達
の
状
況

等
を
勘
案
し
つ
つ
、
地
方
六
団
体

の
意
見
を
聴
い
た
う
え
で
、
３０
年

度
以
降
の
業
務
の
あ
り
方
全
般
を

見
直
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
団
体
で
は
、
こ
れ
ま
で
新
機

構
設
立
の
実
現
に
向
け
、
昨
年
１０

月
に
現
公
庫
廃
止
後
の
新
た
な
仕

組
み
の
「
制
度
設
計
骨
子
案
」
を

取
り
ま
と
め
、
菅
義
偉
・
総
務
大

臣
へ
要
望
�
本
紙
１
６
３
３
・
３

４
号
参
照
�
し
た
ほ
か
、
「
地
方

公
営
企
業
等
金
融
機
構
設
立
準
備

委
員
会
」
を
１
月
に
設
立
�
本
紙

１
６
４
２
号
参
照
�
し
、
新
機
構

設
立
ま
で
に
定
め
る
べ
き
事
項
を

検
討
す
る
体
制
を
整
え
る
な
ど
、

精
力
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
成
果
が
実
り
同
法
が

成
立
し
た
こ
と
を
受
け
、
六
団
体

は
５
月
２３
日
、
「
新
組
織
を
設
立

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
意
義
は

大
き
な
も
の
」
と
評
価
す
る
声
明

を
発
表
し
た
。
（
声
明
の
全
文
は

本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
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―
前
文
省
略
―

１

地
方
分
権
改
革
の
目
指
す
べ

き
方
向
性

（
分
権
型
社
会
へ
の
転
換
）

国
が
地
方
の
や
る
こ
と
を
考

え
、
押
し
付
け
る
と
い
う
中
央
集

権
型
の
シ
ス
テ
ム
は
、
も
は
や
捨

て
去
る
べ
き
で
あ
る
。
明
治
維
新

以
来
の
中
央
集
権
型
の
シ
ス
テ
ム

は
、
近
代
化
と
経
済
発
展
を
効
率

的
に
達
成
す
る
こ
と
に
大
き
な
成

果
を
あ
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
経

済
の
高
度
成
長
の
時
代
を
終
え
、

国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
未
曾
有
の

債
務
残
高
と
い
う
負
の
遺
産
を
抱

え
る
な
か
、
２１
世
紀
の
人
口
減
少

社
会
に
お
い
て
い
っ
そ
う
加
速
す

る
少
子
高
齢
化
や
ア
ジ
ア
に
お
け

る
競
争
激
化
な
ど
の
大
き
な
変
化

に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に

は
、
地
方
の
多
様
な
価
値
観
や
地

域
の
個
性
に
根
ざ
し
た
豊
か
さ
を

実
現
す
る
住
民
本
位
の
分
権
型
社

会
へ
、
抜
本
的
な
転
換
を
は
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
国
と
地
方
の

役
割
分
担
を
徹
底
し
て
見
直
す
こ

と
に
よ
り
、
行
財
政
を
め
ぐ
り
国

と
地
方
の
不
明
確
な
責
任
関
係
が

も
た
ら
す
両
者
の
も
た
れ
合
い
状

態
か
ら
、
早
急
に
脱
却
す
る
必
要

が
あ
る
。
国
は
、
国
が
本
来
や
る

べ
き
仕
事
の
み
に
専
念
し
て
、
国

民
・
住
民
に
最
も
身
近
な
と
こ
ろ

で
、
行
政
の
あ
り
方
を
国
民
・
住

民
が
す
べ
て
自
ら
の
責
任
で
決
定

・
制
御
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め

に
も
、
住
民
に
身
近
な
基
礎
自
治

体
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
体
制
の

充
実
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
情
報
共
有
と

住
民
参
加
の
促
進
を
通
じ
て
、
多

様
性
と
創
造
性
に
あ
ふ
れ
た
住
民

本
位
の
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
真
の
民
主
主
義
の
確
立
と
と

も
に
、
国
民
が
ゆ
と
り
と
豊
か
さ

を
実
感
し
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
、
確
か
な
持
続
可
能
性

を
備
え
た
社
会
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
地
方
の
活
力
を
高
め
、
強
い
地

方
を
創
出
）

地
方
の
活
力
な
く
し
て
国
の
活

力
は
な
い
。
地
方
の
や
る
気
、
知

恵
と
工
夫
を
引
き
出
し
、
地
域
に

住
む
人
た
ち
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の

魅
力
を
い
ち
ば
ん
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
地
方
が
、
自
ら
主
役
と

な
っ
て
考
え
、
実
行
で
き
る
体
制

を
つ
く
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
地
方
が
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
分

野
で
独
自
の
施
策
を
展
開
し
て
地

方
の
魅
力
を
引
き
出
し
つ
つ
、
民

主
導
の
地
域
再
生
を
実
現
す
る
こ

と
で
初
め
て
強
い
地
方
を
創
出
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
国
は
、

そ
の
た
め
の
条
件
整
備
を
積
極
的

に
行
う
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体

は
、
地
域
再
生
に
向
け
て
自
ら
の

企
画
力
の
向
上
を
通
じ
た
地
域
経

済
基
盤
の
強
化
を
は
か
る
必
要
が

あ
る
。

（
地
方
の
税
財
政
基
盤
の
確
立
）

国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
徹
底

し
た
見
直
し
を
行
い
、
地
方
の
担

う
事
務
と
責
任
に
見
合
っ
た
地
方

税
財
源
の
充
実
確
保
等
の
観
点
か

ら
、
税
源
配
分
の
見
直
し
を
は
じ

め
と
す
る
地
方
税
財
政
全
体
の
抜

本
的
改
革
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
分
権
型
社

会
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
の
税
財
政

基
盤
を
確
立
す
る
。
そ
の
際
、
地

域
間
の
財
政
力
格
差
の
縮
小
を
は

か
り
、
ど
の
地
域
に
暮
ら
し
て
い

て
も
勇
気
と
希
望
が
も
た
ら
さ
れ

る
豊
か
な
自
治
が
実
現
さ
れ
る
仕

組
み
に
す
る
と
と
も
に
、
東
京
等

に
税
源
が
偏
在
し
て
い
る
状
況
も

念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

（
簡
素
で
効
率
的
な
筋
肉
質
の
行

財
政
シ
ス
テ
ム
）

地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
よ

り
、
国
と
地
方
を
通
じ
た
簡
素
で

効
率
的
な
筋
肉
質
の
行
財
政
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
、
財
政
健
全
化
に

も
資
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ

る
。
国
と
地
方
の
行
政
の
重
複
を

徹
底
し
て
排
除
し
、
国
の
地
方
支

分
部
局
等
の
廃
止
・
縮
小
を
は
か

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
受
益
と

負
担
の
関
係
の
明
確
化
等
に
よ
り

コ
ス
ト
意
識
を
徹
底
し
、
自
治
体

経
営
の
ス
リ
ム
化
と
効
率
化
を
進

め
、
納
税
者
の
立
場
に
立
っ
た
身

軽
で
機
動
的
な
地
方
自
治
体
と
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
、
国
、
地
方
自
治
体
を
問

わ
ず
、
自
ら
積
極
的
に
行
政
改
革

を
推
進
し
、
継
続
的
に
政
策
評
価

を
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
自
己
決
定
・
自
己
責
任
、
受
益

と
負
担
の
明
確
化
に
よ
り
地
方
を

主
役
に
）

地
方
分
権
改
革
に
お
い
て
は
、

「
自
己
決
定
・
自
己
責
任
」
、
「
受

益
と
負
担
の
明
確
化
」
に
よ
り

「
地
方
を
主
役
に
」
の
確
立
を
目

指
す
べ
き
で
あ
る
。
「
地
方
が
主

役
」
と
は
、
地
方
が
総
体
と
し
て

国
か
ら
自
立
す
る
と
と
も
に
、
各

地
域
が
相
互
に
連
帯
し
つ
つ
個
々

に
自
立
す
る
姿
で
あ
る
。
条
例
制

定
権
を
拡
大
し
て
、
首
長
・
議
会

を
本
来
あ
る
べ
き
政
策
決
定
機
関

に
変
え
、
自
主
経
営
を
貫
き
、
地

方
が
主
役
と
な
る
。
地
方
が
主
役

の
国
づ
く
り
を
実
現
す
る
に
は
、

自
治
行
政
権
、
自
治
財
政
権
、
自

治
立
法
権
を
十
分
に
具
備
し
た
地

方
政
府
を
確
立
す
る
必
要
が
あ

る
。以

上
の
方
向
性
を
目
指
す
地
方

分
権
改
革
の
推
進
は
苦
難
の
道
程

が
予
想
さ
れ
る
が
、
行
政
運
営
の

失
敗
の
影
響
は
住
民
に
及
ぶ
こ
と

を
踏
ま
え
、
住
民
・
首
長
・
議
会

が
自
治
の
担
い
手
と
し
て
の
意
識

改
革
を
行
い
、
そ
の
下
で
職
員
も

自
ら
の
使
命
を
し
っ
か
り
と
自
覚

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
確
固
た
る
意

志
と
責
任
を
持
っ
て
進
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
歩
み

が
、
国
と
地
方
の
真
の
対
等
協
力

関
係
を
構
築
し
、
総
合
行
政
の
名

に
ふ
さ
わ
し
い
住
民
本
位
の
豊
か

な
行
政
の
実
現
と
し
て
結
実
す
る

の
で
あ
る
。

２

地
方
分
権
改
革
推
進
の
た
め

の
基
本
原
則

（
１
）
基
礎
自
治
体
優
先

補
完
性
・
近
接
性
の
原
理
に
し

た
が
い
、
ニ
ア
イ
ズ
ベ
タ
ー
の
観

点
に
立
っ
て
地
方
自
治
体
、
と
く

に
基
礎
自
治
体
を
優
先
す
る
。

（
２
）
明
快
、
簡
素
・
効
率

明
快
な
国
と
地
方
の
役
割
分
担

を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
「
官
か

ら
民
へ
」
の
考
え
方
に
も
と
づ

き
、
国
・
地
方
を
通
じ
、
無
駄
と

重
複
を
排
除
し
た
、
簡
素
で
効
率

的
な
行
政
を
実
現
す
る
。

（
３
）
自
由
と
責
任
、
自
立
と
連

帯
地
方
の
行
政
及
び
税
財
政
の
基

盤
を
確
立
し
、
自
由
度
を
拡
大
し

て
、
地
方
自
治
体
が
責
任
を
も
っ

て
行
政
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

自
立
し
た
自
治
体
が
国
に
依
存
せ

ず
、
相
互
の
連
携
・
連
帯
に
よ
っ

て
支
え
合
う
仕
組
み
を
実
現
す

る
。

（
４
）
受
益
と
負
担
の
明
確
化

（
３
）
と
あ
わ
せ
て
、
受
益
と

負
担
の
明
確
化
に
よ
り
、
住
民
が

主
体
的
に
政
策
の
選
択
と
決
定
を

行
う
よ
う
に
す
る
。

（
５
）
透
明
性
の
向
上
と
住
民
本

位
情
報
公
開
を
徹
底
し
て
、
行
政

の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も

に
、
首
長
と
議
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の

機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
で

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
し
、
ま
た
住

民
参
加
の
促
進
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
と

の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
し

て
、
真
に
住
民
の
た
め
の
地
方
分

権
改
革
を
実
現
す
る
。

３

調
査
審
議
の
方
針

今
後
の
当
委
員
会
に
お
け
る
議

論
の
進
め
方
と
し
て
は
、
こ
れ
ら

の
方
向
性
や
基
本
原
則
に
し
た
が

い
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
調
査

審
議
を
進
め
、
お
お
む
ね
２
年
以

内
を
目
途
に
順
次
勧
告
を
行
う
。

当
面
、
今
秋
に
中
間
的
な
取
り

ま
と
め
を
行
う
。
そ
れ
に
向
け

て
、
地
方
と
の
意
見
交
換
等
の
実

（
３
面
に
続
く
）

地地
方方
分分
権権
改改
革革
推推
進進
にに
ああ
たた
っっ
てて
のの

基基
本本
的的
なな
考考
ええ
方方
――
地地
方方
がが
主主
役役
のの
国国
づづ
くく
りり
――

〈抜粋〉

地方分権改革
推進委員会

第１６５４号 平成１９年６月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



���������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

施
に
よ
り
地
方
の
実
情
を
把
握

し
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
や
提
案
、
そ
し
て
従
来

か
ら
の
分
権
議
論
で
残
さ
れ
て
き

た
課
題
の
検
証
を
行
い
な
が
ら
、

集
中
的
な
審
議
も
交
え
つ
つ
論
点

を
集
約
し
て
、
改
革
の
意
義
と
効

果
を
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
示

し
、
重
点
的
に
検
討
を
進
め
て
い

く
。そ

の
う
え
で
、
中
間
的
な
取
り

ま
と
め
以
降
に
お
い
て
、
地
方
分

権
改
革
の
推
進
に
関
す
る
国
民
の

関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
国

民
に
直
接
説
明
す
る
機
会
を
設
け

た
い
。

（
１
）
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の

徹
底
し
た
見
直
し
等

ア

国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
徹

底
し
た
見
直
し

・
住
民
生
活
に
直
結
し
た
行
政
分

野
（
ま
ち
づ
く
り
、
社
会
保
障
な

ど
）
に
お
い
て
、
徹
底
し
た
役
割

分
担
の
見
直
し

・
行
政
の
重
複
の
排
除
と
事
務
・

事
業
の
見
直
し
に
よ
り
、
国
の
地

方
支
分
部
局
等
を
廃
止
、
縮
小
す

る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
の
組

織
・
定
員
の
ス
リ
ム
化
を
推
進

イ

権
限
移
譲
の
推
進

・
役
割
分
担
原
則
の
徹
底
に
も
と

づ
い
た
国
か
ら
地
方
へ
の
さ
ら
な

る
権
限
移
譲
の
推
進

・
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
「
平
成

の
大
合
併
」
を
踏
ま
え
、
都
道
府

県
か
ら
の
移
譲
も
含
め
、
基
礎
自

治
体
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進

ウ

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直

し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大

・
個
別
法
令
に
よ
る
地
方
自
治
体

に
対
す
る
事
務
の
義
務
付
け
に
つ

い
て
、
撤
廃
・
緩
和
す
る
よ
う
見

直
し

・
事
務
事
業
の
執
行
方
法
・
執
行

体
制
に
関
す
る
枠
付
け
に
つ
い

て
、
条
例
等
に
よ
る
よ
う
見
直
し

・
地
方
自
治
体
が
処
理
す
る
事
務

に
つ
い
て
、
企
画
立
案
か
ら
管
理

執
行
に
至
る
ま
で
地
方
自
治
体
が

責
任
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
見
直
し

・
条
例
に
よ
る
法
令
の
上
書
き
権

を
含
め
た
条
例
制
定
権
の
拡
大

エ

関
与
の
見
直
し

・
地
方
自
治
法
に
定
め
る
基
本
類

型
以
外
の
個
別
法
に
よ
る
関
与
に

つ
い
て
、
最
小
限
と
な
る
よ
う
見

直
し
。
法
定
受
託
事
務
を
自
治
事

務
と
す
る
こ
と
や
関
与
の
縮
小
を

行
う
方
向
で
見
直
し

・
国
庫
補
助
負
担
金
を
通
じ
た
関

与
や
事
務
手
続
の
見
直
し

オ

チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
の
整
備

・
国
の
法
令
に
よ
る
新
た
な
義
務

付
け
・
枠
付
け
等
に
つ
い
て
の
チ

ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
の
整
備

（
２
）
国
と
地
方
の
役
割
分
担
等

を
徹
底
し
て
見
直
し
、
分
権
型
社

会
に
ふ
さ
わ
し
い
国
か
ら
地
方
へ

の
思
い
切
っ
た
税
源
移
譲
を
推

進
。
そ
の
際
、
地
方
税
財
源
の
充

実
確
保
、
地
域
間
の
税
収
偏
在
の

是
正
な
ど
の
観
点
か
ら
、
税
源
移

譲
、
国
庫
補
助
負
担
金
、
地
方
交

付
税
等
の
税
財
政
上
の
措
置
の
あ

り
方
に
つ
い
て
一
体
的
に
検
討

し
、
地
方
債
を
含
め
分
権
に
か
な

っ
た
地
方
税
財
政
制
度
を
整
備

（
３
）
地
方
自
治
体
が
自
ら
行
う

行
政
及
び
税
財
政
の
改
革
の
推

進
、
行
政
の
公
正
確
保
・
透
明
性

の
向
上
、
住
民
参
加
の
充
実
、
自

己
規
律
が
働
く
自
治
体
組
織
の
改

善
等
に
よ
る
地
方
分
権
改
革
の
推

進
に
応
じ
た
行
政
体
制
の
整
備
及

び
確
立
方
策

４

政
府
及
び
地
方
自
治
体
に
望

む
こ
と

政
府
及
び
地
方
自
治
体
に
あ
っ

て
は
、
当
委
員
会
の
調
査
審
議
へ

の
積
極
的
な
協
力
と
と
も
に
、
各

種
施
策
の
推
進
に
あ
た
り
、
こ
の

「
基
本
的
な
考
え
方
」
の
趣
旨
を

踏
ま
え
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

す
る
。
あ
わ
せ
て
、
地
方
分
権
改

革
の
推
進
に
あ
た
り
、
以
下
の
点

に
つ
い
て
留
意
さ
れ
る
こ
と
を
強

く
望
む
。

（
１
）
政
府
に
お
け
る
内
閣
総
理

大
臣
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
期
待

し
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
地
方
分

権
改
革
推
進
本
部
に
お
い
て
、
政

府
が
一
体
と
な
っ
て
当
委
員
会
の

勧
告
に
も
と
づ
い
た
地
方
分
権
改

革
推
進
計
画
の
策
定
を
は
じ
め
と

す
る
改
革
関
連
施
策
を
確
実
に
実

施
す
る
。

（
２
）
政
府
に
お
い
て
は
、
当
委

員
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
状
況

に
留
意
し
つ
つ
、
地
方
分
権
の
推

進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
地
方
分
権
の
趣
旨
に
沿

わ
な
い
施
策
を
行
わ
な
い
よ
う
に

す
る
。

（
３
）地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、

自
ら
の
行
財
政
運
営
に
つ
い
て
、

透
明
性
と
自
浄
性
を
高
め
、
住
民

の
信
頼
を
絶
え
ず
確
保
す
る
と
と

も
に
、
人
材
の
育
成
な
ど
将
来
に

向
け
て
の
行
政
能
力
向
上
の
努
力

を
継
続
す
る
。

（
全
文
は
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
）

地方分権改革推進委員会の「基本的な考え方」について
地方分権改革推進委員会におかれては、４月の発足以来、２

ヵ月間という短期間であったにも関わらず、丹羽委員長のリー
ダーシップのもと、活発な議論を重ねられ、「地方分権改革推
進に当たっての基本的な考え方」を取りまとめられた。
この「基本的な考え方」においては、地方分権改革の目指す

べき方向性として、地方政府の確立、国の地方支分部局等の廃
止・縮小、条例の上書き権を含めた条例制定権の拡大、地域間
の財政力格差の縮小等を打ち出したが、これまでの地方六団体
の主張と合致するものであり、この点については評価するもの
である。
他方、国から地方への大幅な税源移譲により『国税と地方税

の税源配分を５：５』にするという、地方六団体が求めてきた
ことについては明記されず、抽象的な表現にとどまったことは
残念である。改革を強力に進めるためには数値目標が不可欠で
あり、早急に具体的な目標を提示すべきである。
また、地方の税財政基盤の確立について、「自立した自治体

が国に依存せず、相互の連携・連帯によって支え合う仕組みを
実現」するとしている。この仕組みが、まさに地方六団体の主
張する『地方共有税』制度に他ならず、委員会においても、早
急に具体的な制度設計を行うべきである。
さらに、「国と地方の真の対等協力関係の構築」を目指すこ

ととしている。そのためには、政府と地方の代表者等が協議を
行い、地方の意見を政府の政策立案及び執行に反映できるよう
な法律に基づく組織が必要であり、『（仮）地方行財政会議』
構想の実現を図るべきである。
地方六団体は、第二期改革の実現のため懸命に取り組む覚悟

であるが、今後、委員会においても、我々地方の意見を十分に
踏まえつつ、真の地方分権改革の実現に向けて尽力されること
を期待したい。
また、昨日閣議決定された「地方分権改革推進本部」におい

て、安倍総理のリーダーシップのもと、政治の力により強力に
改革を進められたい。
平成１９年５月３０日 地方六団体

▼
議
長

▽
飯
塚

古
本
俊
克（
４
・
２
）

▽
弥
富

宇
佐
美

肇（
４
・
１２
）

▽
赤
穂

田
端
智
孝（
４
・
１３
）

▽
鹿
角

中
西
日
出
男（
４
・
１７
）

▼
副
議
長

▽
飯
塚

松
本
友
子（
４
・
２
）

▽
�
子

毛
呂
武
史（
４
・
１１
）

▽
弥
富

四
方
利
男（
４
・
１２
）

▽
香
芝

河
杉
博
之（
４
・
１２
）

▽
赤
穂

松
原

宏（
４
・
１３
）

▽
鹿
角

勝
又
幹
雄（
４
・
１７
）

▼
事
務
局
長

▽
石
巻

新
妻
周
俊（
４
・
１
）

▽
鹿
角

廣
林

剛（
４
・
１
）

▽
赤
穂

前
田
元
秀（
４
・
１
）

▽
大
竹

政
岡

修（
４
・
１
）

▽
奄
美

松
田
秀
樹（
４
・
１
）

▽
丸
亀

高
橋
義
人（
４
・
２
）

６月５日現在の市数
８０５市

うち
指定都市 １７市
中核市 ３５市
特例市 ４４市
一般市 ６８６市
特別区 ２３区

議

会

人

事

（３） 平成１９年６月５日 第１６５４号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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浦
安
市（
千
葉
県
）

◆
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
に
よ
る

駅
前
施
設
の
整
備
運
営

須
坂
市（
長
野
県
）

◆「
ゆ
め
わ
ー
く
須
坂
」で

市
が
就
業
支
援

第第
３３
章章

民民
間間
活活
力力
導導
入入

浦
安
市
で
は
、
「
人
が
輝
き
躍

動
す
る
ま
ち
・
浦
安
」
を
基
本
目

標
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま

す
。
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
都
市
構

造
を
形
成
す
る
た
め
、
市
内
に
あ

る
浦
安
、
舞
浜
、
新
浦
安
の
３
つ

の
駅
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点

性
に
沿
っ
た
機
能
の
整
備
や
充
実

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

平
成
１８
年
４
月
１
日
に
は
、

「
新
浦
安
駅
前
複
合
施
設
整
備
運

営
事
業
」
と
し
て
、
浦
安
市
で
は

初
と
な
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
に
よ
り
、

「
新
浦
安
駅
前
プ
ラ
ザ

マ
ー

レ
」
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
は
、
公
共
施
設
等
の

建
設
、
維
持
管
理
、
運
営
等
を
民

間
の
資
金
、
経
営
能
力
や
技
術
的

能
力
を
活
用
し
て
行
う
手
法
。
民

間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用

し
、
よ
り
効
率
的
で
効
果
的
な
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
す
も

の
で
す
。

同
事
業
に
つ
い
て
は
、

１４
年
度
か
ら
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法

の
導
入
を
前
提
に
検
討
を

進
め
、
１５
年
度
に
は
実
施

方
針
の
公
表
、
特
定
事
業

の
選
定
を
行
い
ま
し
た
。

１６
年
度
に
は
学
識
経
験
者

等
で
構
成
す
る
事
業
者
選

定
審
査
委
員
会
で
応
募
者

の
中
か
ら
優
先
交
渉
権
者

を
決
定
。
そ
の
後
、
浦
安

市
議
会
定
例
会
で
議
決
を

経
て
、
同
年
１２
月
か
ら
工

事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
事
業
期

間
は
平
成
３８
年
ま
で
の
２２
年
間
と

し
、
オ
ー
プ
ン
か
ら
２０
年
間
を
事

業
者
が
維
持
管
理
、
一
部
施
設
の

運
営
を
行
う
と
し
て
い
ま
す
。

「
新
浦
安
駅
前
プ
ラ
ザ

マ
ー

レ
」
は
�
安
全
で
安
心
で
き
る
�

環
境
と
人
に
や
さ
し
い
�
豊
か
で

魅
力
的
な
空
間
づ
く
り
の
実
現
―

―
の
３
つ
を
施
設
整
備
の
基
本
理

念
と
し
、
こ
の
ほ
か
▽
景
観
及
び

周
辺
環
境
と
の
調
和
▽
維
持
管
理

費
の
低
減
▽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確

保
―
―
な
ど
８
つ
の
基
本
方
針
に

沿
っ
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

「
マ
ー
レ
」
と
は
イ
タ
リ
ア
語

で
「
海
」
を
意
味
し
、
三
方
を
海

に
囲
ま
れ
、
湾
岸
地
域
に
位
置
す

る
浦
安
の
特
性
を
表
す
愛
称
と
な

っ
て
い
ま
す
。
地
上
６
階
、
地
下

１
階
の
建
物
の
中
に
は
、
保
育
所

や
自
転
車
駐
車
場
、
国
際
セ
ン
タ

ー
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

交
番
な
ど
様
々
な
施
設
が
集
ま

り
、
駅
前
の
に
ぎ
わ
い
あ
る
拠
点

に
な
っ
て
い
ま
す
。

浦
安
市
は
今
後
も
市
民
を
は
じ

め
地
域
の
方
々
の
利
便
性
の
向
上

に
む
け
、
親
し
ま
れ
る
施
設
の
運

営
を
目
指
す
と
し
て
い
ま
す
。

（
「
施
策
集
」
８２
ペ
ー
ジ
掲
載
）

第第
４４
章章

雇雇
用用
・・
労労
働働

須
坂
市
で
は
、
市
の
将
来
を
担

う
若
者
や
求
職
者
の
適
職
就
労
を

支
援
す
る
た
め
に
、
市
の
事
業
と

し
て
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
（
愛

称
）
「
ゆ
め
わ
ー
く
須
坂
」
を
開

設
し
て
い
ま
す
。

こ
の
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

大
手
企
業
の
雇
用
調
整
な
ど
に
よ

り
、
極
め
て
厳
し
い
雇
用
情
勢
が

続
く
中
、
須
坂
市
独
自
の
い
わ
ば

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
事
業
と
し
て
、
県

内
の
他
市
町
村
に
先
駆
け
て
開
設

し
た
も
の
で
す
。

「
ゆ
め
わ
ー
く
須
坂
」
は
平
成

１７
年
５
月
に
開
設
し
、
平
日
に
相

談
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
１８
年

４
月
か
ら
は
事
業
を
拡
充
。
基
本

的
に
第
１
土
曜
日
の
午
後
も
オ
ー

プ
ン
し
、
平
日
に
時
間
が
と
れ
な

い
人
で
も
相
談
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

同
年
７
月
に
は
厚
生
労
働
省
へ

の
無
料
職
業
紹
介
の
申
請
が
受
理

さ
れ
、
相
談
が
中
心
だ
っ
た
こ
れ

ま
で
の
業
務
に
加
え
、
職
業
紹
介

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
ゆ
め
わ
ー
く
須

坂
」
の
事
業
と
し
て
、

▽
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に
よ
る
職
業

適
性
検
査
の
実
施
、
進

路
決
定
や
適
職
就
業
へ

の
提
案
▽
市
内
外
の
大

学
等
の
教
育
機
関
、
訓

練
機
関
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
な
ど
の
関
係
機
関
や

企
業
と
の
密
接
な
連
携

に
よ
る
適
切
で
実
践
的

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
指
導

▽
小
中
学
校
・
高
校
と

の
連
携
に
よ
る
青
少
年
期
の
早
期

段
階
で
の
職
業
観
確
立
へ
の
支
援

―
―
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

開
設
し
て
１
年
後
に
あ
た
る
１７

年
度
末
の
就
業
相
談
状
況
は
、
延

べ
２
２
１
人
が
利
用
し
て
い
ま

す
。
こ
の
う
ち
の
８
割
が
１０
代
か

ら
３０
代
の
若
者
で
、
フ
リ
ー
タ
ー

（
非
正
規
社
員
）
や
、
ニ
ー
ト
（
若

年
無
業
者
）
と
い
わ
れ
る
若
者
の

自
立
支
援
の
一
助
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。
２
年
後
の
１８
年
度
末
の
相

談
状
況
は
、
１
年
間
で
延
べ
３
２

２
人
に
も
お
よ
ぶ
人
が
利
用
し
て

い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
「
ゆ
め
わ
ー
く
須

坂
」
を
利
用
し
て
い
る
人
た
ち

と
、
ワ
イ
ン
ぶ
ど
う
の
苗
植
え
作

業
や
、
巨
峰
の
収
穫
作
業
な
ど
農

業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
体
験
を
通

じ
、
地
元
の
人
た
ち
と
の
交
流
を

深
め
て
い
ま
す
。

須
坂
市
で
は
今
後
も
、
就
業
の

相
談
に
あ
た
り
、
求
職
者
の
ニ
ー

ズ
に
応
え
て
、
よ
り
直
接
的
、
具

体
的
に
支
援
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
き
た
い
と
し
て
い
ま
す
。

（「
施
策
集
」
９０
ペ
ー
ジ
掲
載
）

平成１９年度版

全全
国国
都都
市市
のの
特特
色色
ああ
るる
施施
策策
集集

―本会編集―

〈３〉

〜
く
ら
し

ふ
れ
あ
い
ま
ち
づ
く
り
〜
か
ら
紹
介

「
平
成
１９
年
度
版
全
国
都
市

の
特
色
あ
る
施
策
集
」
は
、
４

月
２５
日
付
で
全
国
の
議
会
事
務

局
宛
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

巨峰の収穫作業を体験

新浦安駅前プラザ「マーレ」の外観
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